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令和元年第４回港区議会定例会追加提出案件（概要） 

議案第１１８号                   【総務部総務課】 

 港区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する 

 条例 

本案は、港区特別職報酬等審議会の答申を受け、区議会議員の議員報酬 

の額等を改定するものです。 

 ○ 内  容   

 （１）議員報酬の額の改定 

    ・議長    ９０万７，６００円 → ９０万２，６００円 

    ・副議長   ７８万５，２００円 →   ７８万２００円 

    ・委員長   ６５万３，８００円 → ６４万９，８００円 

    ・副委員長  ６２万６，７００円 → ６２万２，７００円 

    ・議員    ６１万４，７００円 →   ６１万７００円 

 （２）令和元年度の期末手当の支給月数の引上げ 

    ・１２月支給分 １．８５月 → ２．００月 

 （３）令和２年度以降の期末手当の支給月数の改定 

    ・期末手当の各支給月における支給月数を次のとおり改定します。 

６月分 12月分 ３月分 年 間 

１．８２５月 
(０．０７５)

１．９２５月 
(０．０７５)

０．２５月 
(０)

４．００月 
(０．１５)

              （括弧内は、現行規定からの引上げ月数） 

  ※この引上げに伴い、令和元年度以降の期末手当の年間支給月数は、 

   次のように改定されます（括弧内は、引上げ月数）。 

   ・３．８５月 → ４．００月（０．１５月） 

 ○ 施行期日  （２）については公布の日、（１）及び（３）につい 

         ては令和２年１月１日 

議案第１１９号                   【総務部総務課】 

 港区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例 

本案は、港区特別職報酬等審議会の答申を受け、区長等の給料の額等を 

改定するものです。 
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 ○ 内  容   

 （１）給料の額の改定 

    ・区長   １２５万６，５００円 → １２４万９，５００円 

    ・副区長    １０１万８００円 → １００万４，８００円 

 （２）令和元年度の期末手当の支給月数の引上げ 

    ・１２月支給分 １．８５月 → ２．００月 

 （３）令和２年度以降の期末手当の支給月数の改定 

    ・期末手当の各支給月における支給月数を次のとおり改定します。 

６月分 12月分 ３月分 年 間 

１．８２５月 
(０．０７５)

１．９２５月 
(０．０７５)

０．２５月 
(０)

４．００月 
(０．１５)

              （括弧内は、現行規定からの引上げ月数） 

  ※この引上げに伴い、令和元年度以降の期末手当の年間支給月数は、 

   次のように改定されます（括弧内は、引上げ月数）。 

   ・３．８５月 → ４．００月（０．１５月） 

 ○ 施行期日  （２）については公布の日、（１）及び（３）につい 

         ては令和２年１月１日 

議案第１２０号                   【総務部総務課】 

 港区教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例 

本案は、港区特別職報酬等審議会の答申を受け、教育長の給料の額を改 

定するものです。 

 ○ 内  容  給料の額の改定 

         ・９３万８，６００円 → ９３万３，６００円 

 ○ 施行期日  令和２年１月１日 

※教育長の期末手当については、港区教育委員会教育長の給与等に関す 

  る条例第４条の規定により、港区長等と同様の引上げとなります。 

議案第１２１号              【総務部人材育成推進担当】 

 港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

本案は、特別区人事委員会の勧告を受け、職員の給与を改定するもので 

す。 
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 ○ 内  容 

 （１）給料月額の改定 

    ・例：行政職給料表（一）平均改定率 △０．５９％ 

 （２）令和元年度の勤勉手当の支給月数の改定 

    ・令和元年１２月支給分の勤勉手当の支給月数を０．１５月（再 

     任用職員については０．１０月）引き上げます。 

 12月分 年 間 

管 理 職 員 
1.30月 
(0.15)

2.45月 
(0.15)

管理職員以外の職員 
1.10月 
(0.15)

2.05月 
(0.15)

再 任 用 職 員 

（管 理 職 員） 
0.65月 
(0.10)

1.20月 
(0.10)

再 任 用 職 員 

(管理職員以外の職員) 
0.55月 
(0.10)

1.00月 
(0.10)

              （括弧内は、引上げ月数） 

 （３）令和２年度以降の勤勉手当の支給月数の改定 

    ・勤勉手当の各支給月における支給月数を次のとおり改定します。 

 ６月分 12月分 年 間 

管 理 職 員 
1.225月 
(0.075)

1.225月 
(0.075)

2.45月 
(0.15)

管理職員以外の職員 
1.025月 
(0.075)

1.025月 
(0.075)

2.05月 
(0.15)

再 任 用 職 員 

（管 理 職 員） 
0.60月 
(0.05)

0.60月 
(0.05)

1.20月 
(0.10)

再 任 用 職 員 

(管理職員以外の職員) 
0.50月 
(0.05)

0.50月 
(0.05)

1.00月 
(0.10)

            （括弧内は、現行規定からの引上げ月数） 

  ※この引上げに伴い、令和元年度以降の期末手当及び勤勉手当の年間 

   支給月数は、次のように改定されます。 

   ・管 理 職 員           ４．５０月 → ４．６５月 

    管理職員以外の職員          （０．１５月） 

   ・再 任 用 職 員  ２．３５月 → ２．４５月 

                       （０．１０月） 

 ○ 施行期日  令和２年１月１日。ただし、（２）については公布の 

         日、（３）については令和２年４月１日 
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議案第１２２号              【総務部人材育成推進担当】 

 港区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 

本案は、特別区人事委員会の勧告を受け、職員の給料月額を引き下げる 

ことに伴い、退職手当に係る経過措置を定めるものです。 

 ○ 内  容  令和２年１月１日から同年３月３１日までの間におけ 

         る定年退職者等に係る退職手当について、同年１月１ 

         日施行の給料月額の引下げがなかったものとみなした 

         額により算出することとします。 

 ○ 施行期日  公布の日

議案第１２３号               【芝地区総合支所区民課】 

 港区印鑑条例の一部を改正する条例 

 本案は、「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るた 

めの関係法律の整備に関する法律」の制定に伴う国の「印鑑登録証明事務 

処理要領」の一部改正を踏まえ、印鑑の登録を受けることができない者を 

変更するものです。 

 ○ 内  容   

 （１）印鑑の登録を受けることができない者を変更します。 

現 行 改正案 

１ １５歳未満の者 

２ 成年被後見人 

１ １５歳未満の者 

２ 意思能力を有しない者 

 （２）その他規定の整備 

 ○ 施行期日  令和元年１２月１４日 

議案第１２４号             【教育委員会事務局教育長室】 

 港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

本案は、特別区人事委員会の勧告を受け、幼稚園教育職員の給与を改定 

するものです。 

 ○ 内  容 

 （１）給料月額の改定 

    ・平均改定率 △０．４８％ 

 （２）令和元年度の勤勉手当の支給月数の改定 

    ・令和元年１２月支給分の勤勉手当の支給月数を０．１５月（再 

     任用職員については０．１０月）引き上げます。 
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 12月分 年 間 

管 理 職 員 
1.30月 
(0.15)

2.45月 
(0.15)

管理職員以外の職員 
1.10月 
(0.15)

2.05月 
(0.15)

再 任 用 職 員 

（管 理 職 員） 
0.65月 
(0.10)

1.20月 
(0.10)

再 任 用 職 員 

(管理職員以外の職員) 
0.55月 
(0.10)

1.00月 
(0.10)

              （括弧内は、引上げ月数） 

 （３）令和２年度以降の勤勉手当の支給月数の改定 

    ・勤勉手当の各支給月における支給月数を次のとおり改定します。 

 ６月分 12月分 年 間 

管 理 職 員 
1.225月 
(0.075)

1.225月 
(0.075)

2.45月 
(0.15)

管理職員以外の職員 
1.025月 
(0.075)

1.025月 
(0.075)

2.05月 
(0.15)

再 任 用 職 員 

（管 理 職 員） 
0.60月 
(0.05)

0.60月 
(0.05)

1.20月 
(0.10)

再 任 用 職 員 

(管理職員以外の職員) 
0.50月 
(0.05)

0.50月 
(0.05)

1.00月 
(0.10)

            （括弧内は、現行規定からの引上げ月数） 

  ※この引上げに伴い、令和元年度以降の期末手当及び勤勉手当の年間 

   支給月数は、次のように改定されます。 

   ・管 理 職 員           ４．５０月 → ４．６５月 

    管理職員以外の職員          （０．１５月） 

   ・再 任 用 職 員  ２．３５月 → ２．４５月 

                       （０．１０月） 

 ○ 施行期日  令和２年１月１日。ただし、（２）については公布の 

         日、（３）については令和２年４月１日 

議案第１２５号                 【総務部契約管財課】 

 工事委託契約の変更について（南麻布四丁目障害者支援施設等新築工事） 

 本案は、平成２９年第４回定例会で承認された南麻布四丁目障害者支援 

施設等新築工事委託契約について、契約金額を変更するものです。 
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 ○ 変更内容 

    契約金額  １６億７７４万２，４８１円 

            → １５億８２１万５，３０４円 

              （９，９５２万７，１７７円減） 

 ○ 理  由  受託事業者の工事契約における落札差金に伴う減額及 

         び地中障害物の撤去等に係る追加工事に伴う増額によ 

         る変更 

議案第１２６号       【防災危機管理室危機管理・生活安全担当】 

 和解について 

 本案は、損害賠償請求訴訟事件について、和解するものです。 

 ○ 内  容 

 （１）事件の要旨 

    平成１８年６月３日、港区特定公共賃貸住宅シティハイツ竹芝（ 

   以下「シティハイツ竹芝」といいます。）において、当時高校２年 

   生であった居住者が、シティハイツ竹芝に設置されたエレベーター 

   （以下「本件エレベーター」といいます。）のかごから降りようと 

   したところ、本件エレベーターの戸が開いたままの状態でかごが突 

   然上昇し、かごの床面と乗降口の枠の上部との間に挟まれ、亡くな 

   るという事故（以下「本件事故」といいます。）が発生しました。 

    本件事故に関し、区は、本件エレベーターの交換工事等に要した 

   費用を賠償すべき責任があるとして、本件エレベーターの設計、製 

   造及び保守管理をした者、本件エレベーターの設計及び製造をした 

   者並びに本件エレベーターの保守管理をした者に対し、区が被った 

   損害金の支払を求める訴えを東京地方裁判所に提起しました。（平成 

   ２２年（ワ）第２５２６３号） 

    その後、審理が行われてきましたが、今般、同裁判所から和解勧 

   告がなされたので、和解により本件事件の解決を図るものです。 

 （２）和解事項 

   ア 各当事者は、今後、本件事故が二度と生じることのないよう、 

    再発防止を表明する。 

   イ 被告シンドラーエレベータ株式会社は、原告に対し、本件解決 

    金として、３億９，６００万円の支払義務があることを認める。 
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   ウ 被告シンドラーホールディングアーゲーは、原告に対し、被告 

    シンドラーエレベータ株式会社が上記支払義務を負うことを認め、 

    その履行を確保することを確約する。 

   エ 被告エス・イー・シーエレベーター株式会社は、原告に対し、 

    事故の再発防止及びエレベーターの安全確保等に向けた協力金と 

    して、３００万円の支払義務があることを認める。 

   オ 被告株式会社日本電力サービスは、原告に対し、本件解決金と 

    して１００万円の支払義務があることを認める。 

   カ 原告は、その余の請求を放棄する。 

   キ 原告並びに被告シンドラーエレベータ株式会社、被告シンドラ 

    ーホールディングアーゲー及び被告株式会社日本電力サービスは、 

    原告と被告シンドラーエレベータ株式会社、原告と被告シンドラ 

    ーホールディングアーゲー及び原告と被告株式会社日本電力サー 

    ビスとの間には、それぞれ、本件に関し、本和解条項に定めるも 

    ののほかに、何らの債権債務のないことを相互に確認する。 

   ク 原告及び被告エス・イー・シーエレベーター株式会社は、原告 

    と被告エス・イー・シーエレベーター株式会社との間には、本件 

    及び東京地方裁判所平成２０年（ワ）第３６３７１号事件におけ 

    る裁判上の和解において留保された原告と被告エス・イー・シー 

    エレベーター株式会社との間の清算に関する部分に関し、本和解 

    条項に定めるもののほかには何らの債権債務のないことを相互に 

    確認する。 

   ケ 訴訟費用は各自の負担とする。 


